
事　業　主　　各　位
建設業労働災害防止協会　　　　　　　　　　　　　
神奈川支部　横浜西分会　　　　　　　　　　　　　
（略称：建災防横浜西分会）

登録番号：神奈川3

主　　催　　建設業労働災害防止協会神奈川支部

実　　施　　建設業労働災害防止協会神奈川支部　横浜西分会

1 日 時 ホームページ記載の通り　　　　　　 8：55～17：00（休憩時間含）

 　　　　　　　　　　 　　（2日目）9：00～17：00（休憩時間含）

（2日受講し、筆記試験合格者に修了証を発行いたします。）

　お時間に余裕を持ってお越しください

2 会 場 建設業労働災害防止協会横浜西分会　会議室　（別紙地図参照）

駐車場はありません。

「車でのご来場はご遠慮下さい。公共交通手段をご利用下さい。」

3 受 講 料 受講料39,500円+テキスト代 5,280円　合計 44,780円（税込み）

4 定 員 先着順に受け付けますお電話にて問い合わせください。

定員に達し次第締め切りとなります

5 申 込 方 法 講習を受講される皆様へ（受講日までの流れ）をご確認ください。

6 振 込 先 受講料はお振込みにてお願いいたします。（手数料はご負担下さい。）

　　　　　　　　　　　けんさいぼうよこはまにしぶんかい　ぶんかいちょう　くどうけいすけ

7 ｷ ｬ ﾝ ｾ ﾙ 等

8 申 し 込 み 先 建設業労働災害防止協会　神奈川支部　横浜西分会

〒244-0801　横浜市戸塚区品濃町541-3　オセアンビル6階

ＴＥＬ：045-824-1917　ＦＡＸ：045-825-0431

ＭＡＩＬ：info@kensaibo-kywb.com

※　別紙「講習を受講される皆様へ（受講日までの流れ）」必ず　お読みください。

工作物石綿事前調査者講習の開催について（ご案内）

このたび、標記講習会を下記のとおり実施することになりましたので、ご案内申し上げます。

記

口座名義：　建災防横浜西分会　分会長　工藤　圭亮

口座番号：　横浜銀行　東戸塚駅前支店　普通預金０１９２２１０

原則として一度お申込みされた受講料は返金出来ません。



工作物石綿事前調査者講習受講申込書

年 月 日

【 】
満 歳

〒 － － －

〒 －

下記の受講資格(1)から(12)のうち該当する記号に○印を付けて下さい。また、添付書類等欄にて求められている証明書類を別紙に添付して下さい。

※実務経験証明欄は別紙

神奈川労働局長登録教習機関
建設業労働災害防止協会神奈川支部長　殿

【申込みに当たっての注意事項】
＊この申込書に記載した氏名、生年月日等は、講習を実施する目的以外には使用いたしません。
＊受領した受講料、申込書はお返しすることはできません。

ＴＥＬ

連絡先

現住所

－－－

建災防石綿調査者様式　第15号

　　　受講者(自筆)

申請日： 年 月 日

受付支部講習事務管理者

所
属
事
業
所

会社名

担当者：
－

所在地

昭
和

平
成

＊以下は当日持参の身分証明書と同一のものを受講者本人が記入(修正液、テープ使用不可・訂正は二重線)

受付番号

＊太枠内をすべて記入(消せるボールペン、鉛筆不可)

＊満18歳以上の者とする

氏名

生
年
月
日

旧姓及び通称名の併記希望の場合は記入➡

受講資格 添付書類等

ＦＡＸ

⑴ 労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習修了者 修了証の写し

テキスト・受講票等
送付先

どちらかに☑

添付書類確認者

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学
に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して４年以上の実務の経験
を有する者(⑶に該当する者を除く。)

⑸
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程
を修めて卒業した後、工作物に関して７年以上の実務経験を有する者

⑻ 建築行政に関して２年以上の実務の経験を有する者
実務経験証明欄

⑼ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して２年以上の実務経験を有する者

⑹ 工作物に関して11年以上の実務の経験を有する者

現 住 所

所属事業所

【講習日： 年 月 日・ 日・ 日】

ふりがな

⑵
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を
修めて卒業した後、工作物に関して２年以上の実務の経験を有する者

実務経験証明欄
＋

卒業証書写し
又は卒業証明書

⑶

学校教育法による短期大学(修業年限が３年であるものに限り、同法による専門職大学の３年の前期課程
を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除
く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後、⑷において同
じ。)、工作物に関して３年以上の実務の経験を有する者

⑷

上記のとおり講習を申し込みます。記載事項に虚偽等があった場合、法律に基づく処罰があっても異議申し立てはいたしません。

⑾ 労働基準監督官として２年以上その職務に従事した経験を有する者

実務経験証明欄
⑿

労働安全衛生法第93条第１項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しく
は労働衛生専門官であった者

実務経験証明欄

⑺
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18
第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物事前調査に関して５年以上の
実務を有する者

実務経験証明欄
＋

修了証の写し

⑽
第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査に関して５年以上の
実務経験を有する者

登録証の写し
＋

実務経験証明欄

写真貼付け

縦3cm×横2.5cm

申請前6か月以内に

撮影、正面脱帽※身分証明書と同一

※身分証明書と同一



工作物石綿事前調査者講習実務経験証明書

　※修正液、テープ使用不可・訂正は訂正印

建設業労働災害防止協会神奈川支部　殿
⑵～⑿の受講資格に定められた、記入事項に相違ないことを証明します。

※必ず代表者役職を記載

〒 －

受講資格⑵～⑾の実務経験証明欄

受講資格⑿の実務経験証明欄

受講資格⑵～⑸の受講資格に必要な学歴欄

年 科卒業

※専修学校は受講に必要な学歴には含まれません。
※卒業証書の写し又は、卒業証明書のいずれかを必ず添付

添付書類貼付け

・受講資格⑴の添付書類

【石綿作業主任者技能講習修了証の両面の写し】

・受講資格⑵～⑸の添付書類

【卒業証書の写し又は卒業証明書】

・受講資格⑺の添付書類

・受講資格⑽の添付書類

【第一種作業環境測定士登録証又は第二種作業環境測定士登録証の写し】

別紙

受付番号

年 月 ～ 年 か月)西暦 西暦

㊞　

日

事業所又は
行政機関名

年

代表者役職
氏名

・【講習日： 年

月 (

日】

氏名
月 日・

建災防石綿調査者様式　第15号

【労働安全衛生法等の一部を改正する法律（平成17年法律第108号）による改正前の労働安全衛
生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習修了証の両面の写し】

受講資格において定められた、労働安全衛生法第93条第１項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安
全専門官若しくは労働衛生専門官であったことを証明します。

所在地



※受講申込書、書き方の注意

　鉛筆書は受付ません。修正テープ不可。

　事業主証明部分の訂正は社印にて訂正。

2.修了証の受け取り方について
修了証は、受講日から2週間程で当分会へ届きます。

受け取り方は下記の通りです。下記よりお選びください

（時期により混み合っている時は日数がかかる場合もあります）　　　

　② 横浜西分会（受講した場所）で受け取る

本人交付　　受講者本人を証明する運転免許証・住民票・健康保険証・パスポート

　　　　　　マイナンバーカード・在留カードのいずれか原本を提示してください。

代理人交付　本人からの委任状、委任状記載の代理人が運転免許証・住民票・

　　　　　　健康保険証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等の

　　　　　　原本を提示してください。

　「振込明細のコピー」を横浜西分会へ郵送
　※ここまでの手続きを2週間以内に完了してください。講習開催まで1週間ない場合即日。

【書類送付先】

〒244-0801　神奈川県横浜市戸塚区品濃町541-3　オセアンビル601

建設業労働災害防止協会　横浜西分会

TEL：045-824-1917 FAX：045-825-0431 MAIL：info@kensaibo-kywb.com

本人確認のための書類

…下記のいずれかの書類の原本を受付け時に提示（コピー不可、ない場合受講できません）

・自動車運転免許証

・住民票（住民票記載事項証明書でよい）　

・マイナンバーカード　

・外国籍の方は在留カード

・健康保険証

・パスポート

・官公庁発行の各種免許証

※法定講習時間厳守の為、遅刻をすると受講いただけません。

　受講日はゆとりをもってご来場ください。

　遅れそうな時は西分会へ連絡をお願いいたします。

　　ＴＥＬ045-824-1917

講習を受講される皆様へ　（受講日までの流れ）

1.受講申込書をメール若しくはFAXしてください。

　①レターパックプラス（赤い方です）レターパックライト不可

3.受講料を振込後「申込原本」・「レターパックプラス」

4.　当日の持ち物



※法定講習時間厳守の為、遅刻をすると受講いただけません。受講日はゆとりをもってご来場ください。

　遅れそうな時は西分会へ連絡をお願いいたします。

※会場に駐車場はございません。

建設業労働災害防止協会横浜西分会　会議室

横浜市戸塚区品濃町５４１－３　オセアンビル６０１

０４５‐８２４－１９１７

講習会場地図及び注意事項

講習会場：

住所：

ＴＥＬ：

松屋

こちらの6Ｆです

ローソン横浜銀行
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